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１ 救急業務とは 

  救急業務とは、消防法第 2条第 9項に示すとおり、災害や事故等、生命の危険や著

しく悪化する恐れのある症状を示す傷病者を、迅速に搬送する適当な手段がない場合

に救急隊により医療機関等へ搬送することです。 

 

２ 救急出動と転院搬送の実態 

  救急出動件数は、増加の一途を辿っている中で、救急車の空白時間、空白地域（救

急車が多数同時出動することで、ある地域に救急車がいない時間帯）が、現実問題と

して起こっており、今後も救急需要の増加が予想されます。 

救急需要の増加は、緊急を要する傷病者のところへ、救急車が駆けつけるまでに長

時間を要することになり、救命率の低下に繋がることが懸念されます。 

一方「転院搬送」による救急出動件数は、「急病」「一般負傷」「交通」に次いで

多く、平成 16 年中の全救急出動件数の約７％を占め、救急需要と同様に増加してい

ます。この転院搬送について、神戸市救急需要対策懇話会※で次のとおり指摘されまし

た。 

① 現在の転院搬送には、往々にして救急車が利用されており、消防機関による救急 

業務の負担となっている。 

② 不急の場合の転院搬送においては、救急車の有効利用の観点から患者等搬送事業 

者等の活用を図る必要がある。 

③ 医療機関が、患者を他の医療機関に転送する場合、救急車と患者等搬送事業者

と、どちらを利用するかで、患者への対応に不公平感が生じないよう配慮し、転

院搬送に際して救急車の運用も統一するよう努めるべきである。 

以上を踏まえて、消防局では、本来の消防救急業務をより円滑に行うために転院搬

送に関するガイドラインを作成しました。 

  神戸市救急需要対策懇話会 

    平成 16年 3月、学識経験者、医療従事者、行政等 12名の委員で構成する「神戸市救急需要対策懇

話会」を立ち上げ、「救急需要対策広報」「転院」「民間救急の活性化」「受益者負担」等の様々な観

点から 4回検討し、平成 16年 9月、神戸市救急需要対策懇話会から「救急需要増大に対する取り組

み提言」が神戸市に提出された。 
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３ 転院搬送の基本的な考え方  

① 転院搬送とは、医療機関で初療以降の傷病者を他の医療機関へ搬送することをいい 

ます。 

この転院搬送は、基本的に医療機関の責任において実施されるものであり、救急

車による転院搬送の場合には医師又は看護師の同乗が必要ですが、医療機関の規模、

診療体制等で同乗が出来ない場合は考慮いたします。 

消防機関による救急業務に該当する場合には、次の一定の緊急性が求められます。 

  救急業務に該当する転院搬送とは、以下に該当する場合のみである。 

・ 当該医療機関の医師の判断により、 

・ 緊急に他の専門病院等に搬送する必要があり、 

・ 他に適当な手段がない場合である。 

※詳細は、「４ 救急車による転院搬送ガイドライン」参照 

    

② 緊急性のない転院搬送については、基本的に患者等搬送事業者等を利用していた

だきます。 

③ 医療機関が転院搬送を消防機関に要請する場合は、119番通報が必要です。 

④ 救急隊による搬送を迅速・確実に行うため、救急隊が到着すれば、転院搬送依頼

書をお渡しください。 

⑤ 消防局は、「４ 救急車による転院搬送ガイドライン 転院搬送の要件」に該当し

ない転院要請について可否を判断します。 

⑥ 長距離転院搬送やヘリによる転院搬送については、消防局と別途個別に協議し判

断します。 
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4 救急車による転院搬送ガイドライン 

 転 院 搬 送 ガ イ ド ラ イ ン 

1.転院搬送の要件 

●手術や検査等が必要な場合、或いは臓器移植に基づく臓器搬送・ドナー

搬送など、緊急性が認められる場合 

●専門科目や特殊科目への緊急の受診が必要な場合 

●その他、医師が「緊急に搬送する必要がある」と判断する場合 

 

※緊急性が認められるとは、 

例示すれば、生理学的異常（意識レベルの低下、呼吸・循環の異常、シ

ョック症状等）や解剖学的異常（頭部・骨盤・両下肢等の骨折、重傷熱

傷、デグロービング損傷、多指切断等）や神経学的異常（瞳孔異常等）

により迅速に他の医療機関への搬送が必要な場合をいいます。 

2.搬送先病院の確保 
●搬送先医療機関の確保については、原則として転院元医療機関で交渉・

確保して下さい。 

3.医師又は看護師の同乗 

①救急隊は医療行為ができないため、容態急変に対応するためには医師又

は看護師の同乗が必要です。 

②救急車に同乗すれば休診になる等、医療機関の規模・診療体制等により、

同乗が困難な場合は考慮します。その場合は、救急隊へ「転院搬送依頼

書」での搬送情報の提出や連絡とともに、医師による転院先医療機関へ

の申し送りをして下さい。 

※２～３時間前に救急隊が搬送した傷病者の転院搬送は、119 番通報時

にこの旨を連絡いただければ、医師等の同乗は医師が判断してくださ

い。 

4.転院搬送の判断 
●消防局は、「転院搬送の要件」に該当しない転院要請について可否を判

断します。 

5.患者等搬送事業者、タ 

クシー、マイカー等の 

 利用 

●患者等搬送事業者、タクシー、マイカーをお願いする場合 

①満床・医師不在等の医療機関の都合によるもの 

②かかりつけ医・近隣の医療機関である等、家族や本人の希望によるもの 

③末期治療のためのもの 

など緊急性が認められない場合 

6.その他 
●長距離転院搬送やヘリによる転院搬送依頼については、別途個別に協議

し判断します。 
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※１「転院搬送依頼書」を記入にあたって 

・ 救急車で緊急に搬送しなければならない具体的な内容を緊急性の有無に記載して下さい。なお、救急隊は転送

の可能性があっても、引き継ぎが完了すれば次の出動体制に入りますので一旦引き揚げることもあります。救

急隊が引き揚げた後、転送する場合は、救急要請の際、○時に○○救急隊が搬送してきた旨、依頼書への記入

及び通報時に併せてお伝え下さい（この場合、医師等の同乗は可能な範囲でお願いします）。 

・ 救急隊は医療行為ができません。容態の急変に対応するため医師又は看護師の同乗を必ずお願いします。ただ

し、医療機関の規模・診療体制等により同乗が困難な場合は、その旨記載・連絡して下さい。その場合個別に可

否を判断させて頂きます。 

※２救急車が着くまでに 

転院搬送に際しては、救急隊処置等必要な事項の申送りと、速やかな転院のための事前準備（ベッドから移動し

ておく、搬入口付近で待機しておく等）をお願いいたします。 

※その他注意事項 

・ 転院搬送を実施した後、転院先医療機関から救急車は出動体制に入ります。帰りの交通機関の確保は、転院元

医療機関で対応をお願いいたします。（救急車による送迎は行いません。） 

・ 転院搬送を実施した後、転院理由等に関し、後日、説明を求める場合があります。御了承願います。 

転院搬送の要件に該当 

(上記参照) 

●電話連絡 119 

   (※ 救急隊が２～３時間以内に搬送した 

方の転院の場合はその旨連絡ください) 

はい 

いいえ 

「転院搬送依頼書」を記入してください。(※1) 

・転院理由はなんでしょうか？ 

・緊急搬送が必要でしょうか？ 

・医師又は看護師の同乗をお願いします 
 

消防機関が転院搬送の 

可否を判断 

救急車出動(※2) 

可 

否 

転院搬送の要件 

●手術や検査等が必要な場合、或いは臓器移植に基づく臓器搬送・ドナー搬送など、緊急性が認められる場合 

●専門科目や特殊科目への緊急に受診が必要な場合 

●その他、医師が「緊急に搬送する必要がある」と判断する場合 

※満床のため受入不可である医療機関に、救急隊から一旦診察のみ依頼し、その後２～３時間以内の転院搬送要

請については、この限りではありません。 

 

救急車が到着すれば、「転院搬送依頼書」をお渡しください 

 



 

  救 急 車 に よ る 転 院 搬 送 依 頼 書 （病院用）           

救急隊が搬送した２～３時間以内の傷病者である場合のみ搬送された日時、救急隊名を記入下さい。        

月  日   時頃    救急隊が搬送 

※ この場合は、以下の①～③は省略可能ですが、同乗の有無については医師が判断し、 

④は観察している事項について記入してください。 

① 

転 院 理 由 

(病名も記載 

して下さい) 

※救急車による転院搬送が必要な具体的な内容を記入して下さい。 

 

 

※病院都合によるベッド満床、かかりつけ医への転院、家族希望等は転院搬送理由に該当しません。 

② 

 

緊急性の有無 

※救急車で緊急に搬送しなければならない理由を具体的に記入して下さい。 

 

 

※緊急性が認められない転院搬送は救急業務に該当しません。 

③ 

医師又は看護師

の同乗 

※救急隊は医療行為が出来ないため、容態急変に対応するためには医師又は看護師の同乗が必要です。 

※夜間・休日等において救急車に同乗すれば休診になる等、医療機関の診療体制等により同乗が困難な場合は考

慮します。その場合は、転院先医療機関への申し送りをしてください。 

 

同乗医師名（             ）他（医師  名 看護師  名） 

（同乗なしの場合その理由：                        ） 

④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬送情報等 

 

ふ り が な                      M･T･S･H  年  月  日 

（傷病者氏名：                  ）           歳 

傷病者住所                            

（電話               ） 

【バイタルサイン】   時   分 【現在実施中の処置内容等】 

意識：JCS Ⅰ Ⅱ Ⅲ―（     ） 

呼吸困難：有・無  

呼吸数：    回／分    

SaO2：    ％（O2   ㍑投与） 

脈拍：整 ・ 不整 

脈拍数：     回／分 

血圧：  ／    

瞳孔不同：有・無 

瞳孔：R   ｍｍ L   ｍｍ 

対光反射：R（＋ －） L（＋ －） 

体温：正常 ・ 熱発（     ℃） 

その他：（             ） 

 

 

 

 

【搬送先医療機関】 

【医療機関名】 

 

【担当科】〔            〕 

【医師名】〔            〕 

【連絡先】〔            〕 

【救急隊への要望事項】 【要請元医療機関】あなたは？ 

   ※救急車停車位置、救急隊の処置 

  医療機関使用中・救急隊準備資機材等 

【医療機関名】 

〔               〕 

【担当医師名】〔        〕 

【連絡先】〔          〕 

この転院搬送依頼書は、救急隊による迅速な搬送、救急隊の質の確保、転院先医療機関への確実な情

報伝達のために必要な資料ですので、ご協力をお願いします

救急車の数は限られています！救急車の利用にご協力をお願いします。 

救急車が到着すればお渡しください。 



 

 


